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「
竹
島
の
日
」
記
念
式
典
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

本
年
二
月
二
十
二
日
、
竹
島
返
還
要
求
に
取
り
組
む
島
根
県
が
条
例
で
定
め
た
「
竹
島
の
日
」
に
、
同
県
な
ど
が
主
催
す
る

記
念
式
典
が
開
か
れ
た
。
条
例
制
定
後
十
回
目
と
な
る
記
念
式
典
で
、
政
府
派
遣
の
松
本
洋
平
内
閣
府
政
務
官
は
「
国
際
法

上
、
わ
が
国
固
有
の
領
土
で
重
要
な
課
題
。
冷
静
か
つ
平
和
的
に
解
決
す
る
た
め
全
力
で
取
り
組
む
」
と
述
べ
た
と
報
道
さ
れ

て
い
る
。

右
と
、
「
前
回
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
八
九
第
五
七
号
）
を
踏
ま
え
、
質
問
す
る
。

一

竹
島
問
題
に
対
す
る
安
倍
内
閣
総
理
大
臣
の
見
解
如
何
。

二

竹
島
問
題
の
現
状
の
問
題
点
に
つ
い
て
説
明
さ
れ
た
い
。

三

政
府
は
、
今
回
の
「
式
典
」
に
松
本
洋
平
内
閣
府
政
務
官
を
派
遣
し
て
お
り
、
三
年
連
続
内
閣
府
政
務
官
を
「
式
典
」
に

派
遣
し
た
が
、
そ
の
対
応
で
十
分
で
あ
っ
た
と
考
え
る
か
。
政
府
の
見
解
如
何
。

四

前
回
質
問
主
意
書
で
、
当
方
が
「
内
閣
府
に
北
方
対
策
室
が
あ
る
よ
う
に
、
同
じ
く
竹
島
対
策
室
を
設
け
る
べ
き
で
は
な

い
か
。
」
ま
た
、
「
北
方
担
当
大
臣
を
お
い
て
い
る
が
、
竹
島
問
題
を
担
当
す
る
大
臣
を
置
く
べ
き
で
は
な
い
か
。
」
と
政

府
の
見
解
を
問
う
た
と
こ
ろ
、
「
前
回
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
八
九
第
五
七
号
）
で
、
「
お
尋
ね
の
対
策
室
及
び
大
臣
は

一



置
か
れ
て
い
な
い
が
、
政
府
と
し
て
は
、
引
き
続
き
、
竹
島
問
題
に
関
す
る
我
が
国
の
立
場
を
主
張
し
、
同
問
題
の
平
和
的

解
決
を
図
る
上
で
、
有
効
な
方
策
を
不
断
に
検
討
し
て
い
く
考
え
で
あ
る
。
」
と
の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
。
実
際
に
竹
島

対
策
室
の
設
置
及
び
竹
島
担
当
大
臣
を
置
く
こ
と
が
、
よ
り
竹
島
問
題
解
決
に
資
す
る
の
で
は
な
い
か
。
政
府
の
見
解
如

何
。

五

「
前
回
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
八
九
第
五
七
号
）
で
、
有
効
な
方
策
を
不
断
に
検
討
し
て
い
く
考
え
で
あ
る
と
答
え
ら

れ
て
い
る
が
、
い
つ
ま
で
に
具
体
的
な
検
討
を
行
う
の
か
。
ま
た
、
国
民
に
対
し
て
進
捗
状
況
の
説
明
を
行
う
考
え
は
あ
る

か
。
政
府
の
見
解
如
何
。

六

一
九
六
五
年
日
韓
国
交
正
常
化
以
後
、
日
韓
首
脳
会
談
、
日
韓
外
相
会
談
で
竹
島
問
題
を
取
り
上
げ
た
事
例
を
全
て
示
さ

れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

二


